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強い経営体育成支援事業補助金交付要綱

（趣旨）
第 １ 知 事 は 、 協 業 組 織 及 び 農 業 法 人 の 育 成 並 び に 個 人 経 営 体 の 大 規 模 化 支 援 等 に よ

る 雇 用 の 創 出 及 び 優 良 農 地 の 維 持 を 強 力 に 推 進 す る た め 、 生 産 拡 大 や 輸 出 等 の 販
路 拡 大 、 加 工 品 づ く り 、 人 材 育 成 等 の 取 組 に よ り 経 営 発 展 を 図 る 事 業 実 施 主 体 に
対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す る も の と し 、 そ の 交 付 に 関 し て は 、 和 歌 山
県 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 62年 和 歌 山 県 規 則 第 28号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） 及
び こ の 要 綱 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（事業実施主体）
第 ２ こ の 要 綱 に お い て 、 事 業 実 施 主 体 と は 、 第 ３ の 認 定 を 受 け た 協 業 組 織 及 び 農 業

法 人 並 び に モ デ ル 経 営 体 を い い 、 そ の 定 義 は 別 表 １ の と お り と す る 。

（協業営農発展計画の認定）
第 ３ こ の 補 助 事 業 を 実 施 す る に あ た っ て は 、 協 業 組 織 及 び 農 業 法 人 に お い て は 協 業

営 農 発 展 計 画 を 、 モ デ ル 経 営 体 に お い は 農 業 経 営 発 展 計 画 書 （ 以 下 、 両 計 画 を 指
す 場 合 は「 発 展 計 画 」と い う 。）を 提 出 し 、強 い 経 営 体 育 成 支 援 事 業 実 施 要 領（ 令
和 ５ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ） に 基 づ く 知 事 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

（補助対象事業）
第 ４ 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 は 、 第 ３ の 認 定 を 受 け た 発 展 計 画 に 位 置 づ け ら

れ た も の で あ っ て 、 事 業 実 施 主 体 が 行 う 別 表 ２ に 掲 げ る 事 業 と す る 。

（補助対象期間）
第 ５ 補 助 対 象 期 間 は 、 発 展 計 画 に 位 置 づ け ら れ た ３ 年 を 限 度 と す る 。 た だ し 、 補 助

金 の 交 付 の 決 定 は 、 年 度 毎 に 当 該 年 度 の 補 助 対 象 事 業 分 に つ い て 行 う も の と す る 。

（補助対象経費、補助率及び補助金の額）
第 ６ 補 助 対 象 事 業 に お け る 補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 率 は 、 別 表 ２ 及 び ３ に 定 め る と お

り と す る 。た だ し 、算 出 さ れ た 補 助 金 額 に 1,000円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 に は 、
こ れ を 切 り 捨 て る も の す る 。

２ 補 助 金 の 上 限 額 は 、 別 表 ４ に 定 め る と お り と す る 。
３ 発 展 計 画 に お い て 国 及 び 県 の 他 の 補 助 事 業 の 活 用 が 可 能 な 内 容 に つ い て は 、 本

事 業 の 補 助 対 象 外 と す る 。

（事業実施に当たっての留意事項）
第 ７ 事 業 実 施 に よ り 導 入 す る 施 設 の 規 模 及 び 構 造 は 、 事 業 の 目 的 に 合 致 す る も の と

し 、 補 助 対 象 事 業 費 は 、 事 業 実 施 地 区 の 実 状 に 即 し た 適 正 な 価 格 に よ り 算 出 す る
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も の と す る 。

（交付申請書の添付書類の様式等）
第 ８ 規 則 第 ４ 条 に 規 定 す る 補 助 金 等 交 付 申 請 書 に 添 付 す べ き 書 類 の 様 式 等 は 、 次 の

と お り と す る 。
書 類 様 式 提 出 部 数

事 業 計 画 書 別 記 第 １ 号 様 式 正 副 各 １ 部
収 支 予 算 書 別 記 第 ２ 号 様 式 同 上

（交付条件）
第 ９ 規 則 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 に 付 す る 条 件 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す

る 。
(１ ) 次 に 掲 げ る 事 項 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 あ ら か じ め 知 事 の

承 認 を 受 け る こ と 。
ア 補 助 事 業 の 内 容 を 変 更 し よ う と す る 場 合
イ 補 助 事 業 に 要 す る 経 費 の 配 分 （ 当 該 補 助 対 象 事 業 費 の 30パ ー セ ン ト 以

下 の 配 分 変 更 を 除 く 。） を 変 更 し よ う と す る 場 合
ウ 補 助 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る 場 合

(２ ) 補 助 事 業 が 予 定 の 期 間 内 に 完 了 し な い 場 合 又 は 当 該 補 助 事 業 の 遂 行 が 困 難
と な っ た 場 合 に は 、 速 や か に 知 事 に 報 告 し て そ の 指 示 を 受 け る こ と 。

(３ ) こ の 補 助 金 の 申 請 に 際 し て 、 当 該 補 助 金 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係
る 仕 入 控 除 税 額 （ 補 助 対 象 経 費 に 含 ま れ る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 の う
ち 、 消 費 税 法 （ 昭 和 63年 法 律 第 108号 ） に 規 定 す る 仕 入 に 係 る 消 費 税 額 と し
て 控 除 で き る 部 分 の 金 額 及 び 当 該 金 額 に 地 方 税 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 226号 ）
の 規 定 に よ る 地 方 消 費 税 の 税 率 を 乗 じ て 得 た 金 額 の 合 計 額 に 補 助 金 額 を 補 助
対 象 経 費 で 除 し て 得 た 金 額 を い う 。 以 下 同 じ 。） が あ る 場 合 に は 、 こ れ を 減
額 し て 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 申 請 時 に お い て 当 該 補 助 金 に 係 る
消 費 税 等 仕 入 控 除 税 額 が 明 ら か で な い 事 業 実 施 主 体 に 係 る 部 分 に つ い て は 次
の 条 件 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。
ア 実 績 報 告 を 提 出 す る に 当 た っ て 、 事 業 実 施 主 体 に お い て 当 該 補 助 金 に 係

る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 が 明 ら か に な っ た 場 合 に は 、 こ れ を 補 助 金 か ら 減 額
し て 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

イ 実 績 報 告 の 提 出 後 に 、 消 費 税 の 申 告 に よ り 事 業 実 施 主 体 に お い て 当 該 補
助 金 に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 が 確 定 し た 場 合 に は 、 そ の 金 額 （ 実 績 報 告
に お い て ア に よ り 減 じ た 額 を 上 回 る 部 分 の 金 額 ） を 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 等
相 当 額 報 告 書（ 別 記 第 ３ 号 様 式 ）に よ り 速 や か に 知 事 に 報 告 す る と と も に 、
知 事 の 返 還 命 令 を 受 け て こ れ を 返 還 し な け れ ば な ら な い 。

(４ ) 補 助 事 業 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し た 財 産 に つ い て は 、 財 産 管 理 台
帳 を 備 え 付 け 、 事 業 完 了 後 に お い て も 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を 持 っ て 管 理 す る
と と も に 、 補 助 金 交 付 の 目 的 に 従 っ て そ の 効 率 的 な 運 営 を 図 ら な け れ ば な ら
な い 。
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(５ ) 前 号 の 財 産 は 、 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 40年 大 蔵 省
令 第 15号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。） に 定 め ら れ て い る 耐 用 年 数 に 相 当 す る 期
間 内（ 省 令 に 定 め の な い 財 産 に つ い て は 、農 林 水 産 大 臣 が 別 に 定 め る 期 間 内 ）
に お い て 知 事 の 承 認 を 受 け な い で 、 補 助 金 交 付 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡
し 、 交 換 し 、 貸 し 付 け 、 担 保 に 供 し 、 又 は 取 り 壊 し て は な ら な い 。

(６ ) 発 展 計 画 の 期 間 内 に お い て 、 当 該 計 画 が 正 当 な 理 由 な く 中 止 ・ 変 更 さ れ た
場 合 、 事 業 実 施 主 体 に 対 し て 、 補 助 事 業 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 が 増 加 し た
施 設 及 び 機 械 、 器 具 の 残 存 耐 用 年 数 に 応 じ て 、 そ の 取 得 等 に 活 用 し た 補 助 金
の 返 還 を 求 め る も の と す る 。

(７ ) 補 助 金 の 収 支 に 関 す る 帳 簿 を 備 え 、 領 収 書 等 関 係 書 類 を 整 理 し 、 並 び に こ
れ ら の 帳 簿 及 び 書 類 を 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 最 終 年 度 の 終 了 後 ５ 年 間 保 管 し
な け れ ば な ら な い 。

(８ ) 事 業 実 施 主 体 の 役 員 が 和 歌 山 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 23年 和 歌 山 県 条 例 第
23号 )第 ２ 条 第 ３ 号 の 暴 力 団 員 等 若 し く は 同 条 第 １ 号 の 暴 力 団 又 は 同 条 第 ２
号 の 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 で な い こ と 。

（事業計画の変更）
第 10 第 ９ の (１ )の ア 又 は イ の 規 定 に よ り 知 事 の 承 認 を 受 け よ う と す る 場 合 に は 、 強

い 経 営 体 育 成 支 援 事 業 変 更 承 認 申 請 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に 変 更 事 業 計 画 書 （ 別
記 第 １ 号 様 式 ） 及 び 変 更 収 支 予 算 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を 添 付 し て 知 事 に 提 出 し
な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 11の 規 定 に よ る 補 助 金 の 変 更 交 付 申 請 を 行 う 場
合 は 、 こ れ を 省 略 す る こ と が で き る 。

２ 第 ９ の (１ )の ウ の 規 定 に よ り 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る 場 合 に は 、
強 い 経 営 体 育 成 支 援 事 業 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 申 請 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） を 知 事 に 提
出 し な け れ ば な ら な い 。

（補助金の変更交付申請）
第 11 補 助 金 の 交 付 決 定 後 の 事 情 に よ り 補 助 金 の 変 更 交 付 を 申 請 し よ う と す る 場 合

に は 、 強 い 経 営 体 支 援 事 業 補 助 金 変 更 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） に 変 更 事 業
計 画 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） 及 び 変 更 収 支 予 算 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を 添 付 し て 知
事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（着手の制限）
第 12 第 ３ の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け た 者 は 、 事 業 の 効 果 的 な 実 施 を 図 る た め 、 や む

を 得 な い 事 情 に よ り 補 助 金 交 付 決 定 前 に 事 業 に 着 手 す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め そ
の 理 由 を 明 記 し た 強 い 経 営 体 育 成 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 前 着 手 届 （ 別 記 第 ６ 号
様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（実績報告書の添付書類の様式等）
第 13 規 則 第 13条 に 規 定 す る 補 助 事 業 等 実 績 報 告 書 に 添 付 す べ き 書 類 の 様 式 等 は 、

次 の と お り と す る 。
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書 類 様 式 提 出 部 数 提 出 期 限
事 業 実 績 書 別 記 第 １ 号 様 式 正 副 各 １ 部 事 業 完 了 後 、 速 や か に 提 出 す る こ

と
収 支 精 算 書 別 記 第 ２ 号 様 式 同 上 同 上

（補助金の概算払）
第 14 事 業 実 施 主 体 は 、 規 則 第 16条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 概 算 払 に よ る 補 助 金 の 交

付 を 受 け よ う と す る と き は 、 強 い 経 営 体 育 成 支 援 事 業 補 助 金 概 算 払 請 求 書 （ 別 記
第 ７ 号 様 式 ）に 請 求 額 の 内 訳 を 示 す 書 類 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類 を 添 え て 、
知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（書類の経由）
第 15 規 則 又 は こ の 要 綱 に 基 づ き 提 出 す る 書 類 は 、 事 業 実 施 主 体 の 本 店 ま た は 本 拠

地 を 管 轄 す る 振 興 局 を 経 由 し な け れ ば な ら な い 。

（その他）
第 16 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 事 業 の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。

附 則
１ こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ５ 年 度 の 事 業 か ら 適 用 す る 。

附 則
１ こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ６ 年 度 の 事 業 か ら 適 用 す る 。
２ 改 正 前 の 要 綱 の 規 定 に 基 づ き 実 施 し た 事 業 の 取 扱 い に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。
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別表１（第２関係）
組織名 定義
協業組織 ３戸以上の農業者で組織され、規約に協業の理念や運営体制等に
農業法人 加えて、生産・販売・加工等のいずれかの新たに行う協業の取組が

明記され、協業組織としての販売戦略の確立が見込める組織（協業
組織）及び法人（農業法人）とする。
なお、役員に就任している農業者、当該組織へ出資している農業

者を１戸と数え、県内に本店（協業組織の場合は本拠地）を置く組
織とする。
また、農業法人の場合、その形態は会社法に基づく株式会社、有

限会社、合名会社、合資会社、合同会社及び農業協同組合法（昭和
22年法律第132号）第72条の８に規定される農事組合法人、一般社
団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）第２
条の１に規定される一般社団法人並びに社会福祉法（昭和26年法律
第45号）第22条に規定される社会福祉法人とする。

モデル経営体 下記の個人経営体及び法人経営体とする。
１ 個人経営体

住所を県内に置き、個人（世帯）として農業を行う経営体。
ただし、年間売上高が概ね2,000万円未満又は主たる従事者１

人あたりの年間農業所得が概ね400万円未満の経営体に限る。
また、農業経営実績が１年未満の経営体は個人経営体から除

く。
２ 法人経営体

本店を県内に置き、法人として農業をおこなう経営体。
ただし、農業部門における年間売上高が概ね2,000万円未満の

経営体又は農業に常時従事する者１人あたりの年間給与所得が
概ね400万円未満の経営体に限る。
なお、本表で定義する農業法人は法人経営体から除き、法人

経営体の形態は、農業法人と同じとする。
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別 表 ２ （ 第 ４ 、 第 ６ 関 係 ）

事業区分 事業実施主体 補助対象経費 補助率

 生産の効率化及び農産物の高品質化に要する下記の経費

ア 農地・農道等の造成・整備・改修に要する経費

イ 農業機械・施設の導入・整備・改修に要する経費

ウ 新品種・新技術の導入に要する経費

定額
(10万円/10a)

 労働力の確保に要する下記の経費

 労働力の確保に要する下記の経費

ア 加工施設・機械の整備・改修・導入に要する経費

 輸出及び新規販路開拓等の販売促進に要する下記の経費

イ 営業活動に要する経費

ウ 各種認証取得等に要する経費

人材育成

ア 営業・企画・総務等の活動を担う人材の雇用に要する経費

 営業人材等の雇用及び専門家相談等の人材育成並びに組織強化に
要する下記の経費

イ 組織強化のための専門家相談（経営・企画・税務等）等に
 要する経費

(組織強化
 含む)

協業組織・
農業法人
モデル経営体

1/2以内

1/3以内

輸出等
販売促進

協業組織・
農業法人
モデル経営体

1/3以内

イ 委託加工の試行及びパッケージの試作・デザイン等に要す
 る経費

ウ ア～イに該当しない取組に係る経費のうち、発展計画にお
 いて必要と認められた経費

ア 販売促進ツールの作成・導入及びオリジナル包装資材の作
 成に要する経費

エ ア～ウに該当しない取組に係る経費のうち、発展計画にお
 いて必要と認められた経費

 自ら生産した農産物を主たる原料とした加工品の創出に要する下
記の経費

加工品
づくり

協業組織・
農業法人
モデル経営体

生産拡大
協業組織・
農業法人
モデル経営体

1/3以内

 遊休農地を買い入れ又は借り入れた場合の土壌改良に要する経費

労働力
確保

モデル経営体
1/3以内
または

1/4以内

ア 雇用労働力確保のための施設・設備（宿泊施設等）の改修
 に要する経費

イ アによる改修と一体的に行う付帯設備の取得・設置に要す
 る経費

エ ア～ウに該当しない取組に係る経費のうち、発展計画にお
 いて必要と認められた経費

ア 雇用労働力確保のための施設・設備（宿泊施設等）の整
 備・改修に要する経費

協業組織・
農業法人

イ アによる整備・改修と一体的に行う付帯設備の取得・設置
 に要する経費

1/3以内
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別 表 ３ （ 第 ６ 関 係 ）
別 表 ２ に よ る 労 働 力 確 保 － モ デ ル 経 営 体 の 補 助 率 は 、 下 表 の と お り と す る 。

事 業 区 分 事 業 実 施 主 体 区 分 補 助 率
労 働 力 確 保 モ デ ル 経 営 体 ア 和 歌 山 県 農 家 民 泊 施 設 等 認 定 制 度 に よ 1/3以 内

る 認 定 を 受 け た 者
イ 和 歌 山 県 農 家 民 泊 施 設 等 認 定 制 度 に よ

る 認 定 を 受 け て い な い 者
イ － １ 雇 用 労 働 者 の 延 べ 雇 用 月 数 ※ が 1/3以 内

６ ヶ 月 以 上
イ － １ 雇 用 労 働 者 の 延 べ 雇 用 月 数 ※ が 1/4以 内

６ ヶ 月 未 満
※ 複 数 の 労 働 者 を 雇 用 す る 場 合 は 、 各 労 働 者 の 雇 用 月 数 の 合 計

（ 雇 用 契 約 書 に よ り 雇 用 月 数 を 確 認 ）



- 8 -

別 表 ４ （ 第 ６ 関 係 ）
表 の 補 助 金 上 限 額 は 、 発 展 計 画 に 位 置 付 け ら れ た ３ 年 間 の 補 助 金 合 計 額 の 上 限 と

す る 。
協 業 組 織 下 記 ア 及 び イ の 算 出 結 果 の い ず れ か 低 い 額 と す る 。
農 業 法 人 た だ し 、 下 限 は 10,000千 円 、 上 限 は 40,000千 円 と す る 。

ア 申 請 時 点 に お け る 構 成 農 家 数 か ら ３ を 減 じ た 数 に 250万 円 を 乗 じ
た 額 と 1,000万 円 の 合 計 額

イ 申 請 時 点 に お け る 耕 作 面 積 （ ヘ ク タ ー ル 単 位 。 協 業 組 織 の 場 合 は
構 成 農 家 に よ る 所 有 及 び 借 入 農 地 面 積 の 合 計 、 農 業 法 人 の 場 合 は 農
業 法 人 に よ る 所 有 及 び 借 入 農 地 面 積 の 合 計 と し 、 園 芸 用 施 設 （ 園 芸
用 ガ ラ ス 室 及 び ハ ウ ス ） の 面 積 は 10を 乗 じ て 算 入 す る ） か ら ３ を 減
じ た 数 に 250万 円 を 乗 じ た 額 と 1,000万 円 の 合 計 額

な お 、 労 働 力 確 保 の 補 助 上 限 額 は 1,000万 円 、 人 材 育 成 に お け る 人 材
雇 用 の 補 助 上 限 額 は 90万 円 （ 新 規 雇 用 者 １ 名 あ た り ） と す る 。

モ デ ル 1,000万 円 。
経 営 体 た だ し 、 労 働 力 確 保 の 補 助 上 限 額 は 200万 円 、 人 材 育 成 に お け る 人 材

雇 用 の 補 助 上 限 額 は 90万 円 （ 新 規 雇 用 者 １ 名 あ た り ） と す る 。



借入金の調達先

小 計 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0

小 計 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0合 計

加工品
づくり

人材育成

生産拡大

輸出等
販売促進

実施期間
その他

事業費負担の内訳
２．事業の内容

うち
自己財源

うち
借入金

事業区分 事業内容

労働力
確保

別記第１号様式（第８、第１０、第１１、第１３関係）
強い経営体育成支援事業計画書（変更事業計画書、事業実績書）

１．事業目的（変更の理由）

事業年度
事業実施主体名

４．添付書類

（注）役員名簿（法人の場合）、見積書、事業費積算資料、カタログ、事業実施地区位置等の添付書類を記載すること。

着手
予定日

竣工
予定日

（注）変更があった場合、変更前を上段に（  ）を付して記載し、変更後を下段に記載すること。

３．事業完了（予定）年月日

うち
補助対象
事業費
（円）

県費
（円)

合計
（円）

施行箇所
(実施場所)

機械・施設
等の名称

規模・面積
/性能

数量
事業費
（円）



事業年度： 年度

事業区分 事業内容 実施時期 回数 対象経費区分 明細・内訳 金額（円） 備 考

0

0

0

0

0

強い経営体育成支援事業実施明細書（ソフト事業）

加工品
づくり

小 計

（注）ソフト事業分について作成すること。

（注）積算の分かる明細を添付すること。

          合  計

生産拡大

輸出等
販路拡大

人材育成

小 計

小 計

小 計



別記第２号様式（第８、第１０、第１１、第１３関係）

（円）

区 分
本年度予算額

（本年度精算額）
前年度予算額

（本年度予算額）
比較増減 備 考

県費補助金 0

市町村費 0

その他 0

計 0 0 0

（円）

区 分
本年度予算額

（本年度精算額）
前年度予算額

（本年度予算額）
比較増減 備 考

生産拡大 0

労働力確保 0

加工品づくり 0

輸出等販売促進 0

人材育成 0

計 0 0 0

収支予算書（変更収支予算書、収支精算書）

１ 収入の部

２ 支出の部

（注）変更収支予算書の場合は、変更前の額を上段括弧書きとすること。



うち補助
対象事業費

うち県費
うち補助
対象事業費

うち県費
うち補助
対象事業費

うち県費

小 計 0 0 0 小 計 0 0 0 小 計 0 0 0

小 計 0 0 0 小 計 0 0 0 小 計 0 0 0

小 計 0 0 0 小 計 0 0 0 小 計 0 0 0

小 計 0 0 0 小 計 0 0 0 小 計 0 0 0

小 計 0 0 0 小 計 0 0 0 小 計 0 0 0

合 計 0 0 0 合 計 0 0 0 合 計 0 0 0

輸出等
販路拡大

加工品
づくり

人材育成

強い経営体育成支援事業全体計画書

１年目（  年度） ２年目（ 年度） ３年目（ 年度）

生産拡大

事業実施主体名：

労働力
確保

別紙

事業区分 事業内容 事業費 事業内容 事業費 事業内容 事業費 備考



強い経営体育成支援事業 関連事業実施計画

区分 事業名 実施年度 事業内容 規模等 事業費（円） 補助金（円）

県単

国庫



別記第３号様式（第９関係）  

 

番      号  

年   月   日  

 

和歌山県知事  様  

 

住  所        

団体名・代表者氏名  

 

年 度 強 い 経 営 体 育 成 支 援 事 業 補 助 金 仕 入 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額

報告書  

 

年  月  日付け  第  号で交付決定のあった標記事業について、強い経営体

育成支援事業補助金交付要綱第５の規定により、下記のとおり報告します。  

 

記  

 

１  県補助金等交付規則第 14 条による補助金の額の確定額  

金       円  

 

２  補助金の確定時に減額した仕入に係る消費税等相当額  

金       円  

 

３  消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入に係る消費税等相当額  

金       円  

 

４  補助金返還相当額（３－２）                

金       円  

 

 

※参考資料を添付すること。  

  



別記第４号様式（第 10 関係）  

 

年度強い経営体育育成支援事業変更（中止、廃止）承認申請書  

 

番      号  

年   月   日  

 

和歌山県知事  様  

 

住  所        

団体名・代表者氏名   

 

年  月  日付け  第  号で交付決定（変更交付決定）のあった標記事業につ

いて、下記のとおり事業を変更（中止、廃止）したいので、強い経営体育成支

援事業補助金交付要綱第 10 の規定により関係書類を添えて申請します。  

 

記  

 

１  変更（中止、廃止）の理由  

 

 

２  変更（中止、廃止）の内容  

  



別記第５号様式（第 11 関係）  

 

年度強い経営体育成支援事業補助金変更交付申請書  

 

番      号  

年   月   日  

 

和歌山県知事  様  

 

住  所        

団体名・代表者氏名  

 

年  月  日付け  第  号で交付決定のあった標記事業について、補助金の追

加交付（減額承認）を受けたいので、強い経営体育成支援事業補助金交付要綱

第 11 の規定により関係書類を添えて申請します。  

  



別記第６号様式（第 12 関係）  

 

年度強い経営体育成支援事業補助金交付決定前着手届  

 

番      号  

年   月   日  

 

和歌山県知事  様  

 

住  所        

団体名・代表者氏名  

 

年度強い経営体育成支援事業計画に基づく別添事業について、下記条件を了

承の上、補助金交付決定前に着手したいので、届け出ます。  

 

記  

 

１  交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によって実

施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担する

ものとする。  

 

２  交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場

合においても、異議がないこと。  

 

３  当該事業については、着手から交付決定を受ける期間内においては、計画

変更は行わないこと。  

 

別 添  

事 業 区 分  事 業 内 容  事 業 量  事 業 費  

（ 円 ）  

着 手 予 定  

年 月 日  

完 了 予 定  

年 月 日  

理  由  

 

 

 

 

  

 

    

 

  



別記第７号様式（第 14 関係）  

 

年度強い経営体育成支援事業補助金概算払請求書  

 

番      号  

年   月   日  

 

和歌山県知事  様  

 

住  所        

団体名・代表者氏名  

 

年  月  日付け  第  号をもって交付決定通知のあったこの事業について、

和歌山県補助金等交付規則第 16 条の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

記  

 

金         円  

 

内  訳   

交付決定額   金         円  

既受領額    金         円  

今回請求額   金         円  

残    額   金         円  

 

 

 

 

   

 

 


